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  本レポートは、2021 年２⽉〜５⽉にかけて実施した「学協会における研究公正に関する
取り組みと現状」に関するアンケート調査の単純集計結果を、調査にご協⼒いただいた学協
会の皆様にご報告するものです。本レポートでは３つの⼤きな分野を⽤いて分析を⾏なっ
ておりますが、学会名鑑に登録されている 30 の⼩分野を⽤いたより詳細な分析を別途進め
ております。後⽇、その分析結果を研究論⽂として学術誌に投稿する予定です。 
 
1. 回答学協会の概要 
 今回のアンケート調査では、ウェブ上で連絡先が公開されているなど、メール等での依頼
が可能な 1,826 団体（⽇本学術会議協⼒学術研究団体の約 90%）に依頼を⾏い、447 の学協
会のご協⼒をいただくことができました（回答率は約 24%）。ただし、うち 1 件は学会名の
回答がございませんでしたので、以降の分析からは除外しております。回答学協会の分野の
内訳は表 1-1 の通りです。左表の「複数分野」を回答した学協会の内訳は右表の通りです。 
 
表 1-1 回答学協会の分野内訳 
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2. 研究公正・研究倫理に関する取り組み 
2.1. ⾏動規範・倫理綱領等の有無 

研究公正・研究倫理に関して学会として定めている⾏動規範・倫理綱領等の有無について
の回答結果は図 2-1-1 の通りです。「あり」の回答は⽣命科学分野で最も多く、⼈⽂社会科
学分野で最も少ないという結果でした。 
 

 
図 2-1-1 ⾏動規範・倫理綱領等の有無 
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2.2. ⾏動規範・倫理綱領等の制定年 
⾏動規範・倫理綱領等を初めて制定した年についての回答結果は図 2-2-1 の通りです。ほ

とんどの学会は 2000 年以降に⾏動規範・倫理綱領等を制定したことがわかります。 

 

図 2-2-1 ⾏動規範・倫理綱領等の制定年 
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2.3. 学会として積極的に取り組んでいる項⽬ 
学会として積極的に取り組んでいる研究公正・研究倫理に関する項⽬についての回答結

果は図 2-3-1 の通りです。「捏造・改ざん」、「盗⽤・剽窃」のような重⼤な研究不正⾏為や
「⼆重投稿」に関しては、すべての分野において半数前後の学協会がその防⽌について積極
的に取り組んでいました。「不適切な利益相反（COI）管理」について積極的に取り組んで
いる学協会は⽣命科学分野において際⽴って多く⾒られました。「デュアルユース」につい
ては、すべての分野において積極的に取り組んでいると回答した学協会は少ないという結
果でした。 
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図 2-3-1 学会として積極的に取り組んでいる項⽬ 
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3. 研究不正等への対応について 
3.1. 研究不正と⾒なす⾏為 

8 つの⾏為に関して学会として研究不正と⾒なすかどうかについての回答結果は図 3-1-1
の通りです。「捏造・改ざん」、「盗⽤・剽窃」、「⼆重投稿」に関しては多くの学協会が「研
究不正と⾒なされる」と回答した⼀⽅で、「⼆重出版」、「不適切なオーサーシップ」、「不適
切な利益相反」、「データの不適切利⽤」に関しては「分からない」との回答も⼀定数⾒られ
ました。特に「ハラスメント」に関しては他の項⽬と⽐較して「研究不正と⾒なされる」の
回答が少なく、「分からない」の回答が多く、学会として研究不正と⾒なすかどうかが定ま
っていない傾向にあるようです。 
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図 3-1-1 研究不正に含めている⾏為 
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3.2. 過去 5 年間に学会論⽂誌で問題になった論⽂投稿の有無 
過去 5 年間に学会論⽂誌で問題になった論⽂投稿があったかどうかについての回答結果

は図 3-2-1 の通りです。すべての項⽬に関して問題が発覚した割合は少ない傾向ですが、
「⼆重投稿」、「盗⽤・剽窃」が明らかになったとの回答は⽐較的多く⾒られました。とくに
「⼆重投稿」については、分野を問わず問題になる事例が少なくないことが分かります。 

 

 
図 3-2-1 過去 5 年間に学会論⽂誌で問題になった論⽂投稿の有無 
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3.3. 過去 5 年間に学会論⽂誌で問題になった論⽂投稿があった場合の、問題が明らかになっ
た時期 

過去 5 年間に学会論⽂誌で問題になった論⽂投稿があった場合の、問題が明らかになっ
た時期についての回答結果は図 3-3-1 の通りです。多くの項⽬に関して、掲載前に問題が明
らかになる傾向が⾒られました。 
 

 

図 3-3-1 学会論⽂誌で問題が明らかになった時期 
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4. リポジトリ等で公開された学位論⽂の取り扱いについて 
4.1. リポジトリ等で公開された学位論⽂を⼆重投稿の対象と⾒なすか 

リポジトリ等で公開された学位論⽂を「既発表の論⽂」として取り扱い、⼆重投稿の対象
と⾒なしているかどうかについての回答結果は図 4-1-1 の通りです。⽣命科学分野、理学・
⼯学分野においては「⼆重投稿とみなさない」との回答が「⼆重投稿とみなす」よりも多い
⼀⽅で、⼈⽂・社会科学分野ではこれら 2 つの回答の割合がほぼ同程度でした。ただ、すべ
ての分野において「取り扱いを検討中」「検討したことはない」との回答が多く、当該問題
について学会としてどのように対応するかは現時点では定まっていない傾向にあるようで
す。 
 

 

図 4-1-1 リポジトリ等で公開された学位論⽂を⼆重投稿の対象と⾒なすか 
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4.2. リポジトリ等で公開された学位論⽂の扱いに関する規定の有無 
リポジトリ等で公開された学位論⽂の取り扱いに関する規定の有無についての回答結果

は図 4-2-1 の通りです。すべての分野において規定について「まったくない」との回答が多
く、当該問題について学会としての対応が明⽂化されていない傾向があるようです。 
 

 

図 4-2-1 リポジトリ等で公開された学位論⽂の扱いに関する規定の有無 
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5. オープンデータ化について 
5.1. 掲載論⽂で使⽤したデータの公開（オープンデータ化）の義務に関する規定の有無 

掲載論⽂において使⽤したデータの公開（オープンデータ化）の義務に関する規定の有無
についての回答結果は図 5-1-1 の通りです。すべての分野において「まったくない」との回
答が多く、オープンデータ化を義務づける傾向は少なくとも現時点ではあまり⾒られない
ことがわかります。 
 

 

図 5-1-1 掲載論⽂で使⽤したデータの公開（オープンデータ化）の義務に関する規定の有
無 
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5.2. オープンデータ化を義務づけている場合のリポジトリやデータベース等の対応 
 オープンデータ化を義務づけている場合にリポジトリやデータベース等に関してどのよ
うに対応しているかについての回答結果は図 5-2-1 の通りです。「データベース等について
なにもしていない」との回答が多く⾒られる⼀⽅で、データベース等について何らかの対応
をしている学協会も⼀定数⾒られました。 
 

 

図 5-2-1 オープンデータ化を義務づけている場合のリポジトリやデータベース等の対応 
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